
令和４年第６回 入間市農業委員会総会議事録  
１．開催日時 令和４年６月２４日（金） 開会 午前９時４８分 
２．開催場所 入間市庁舎 Ｂ棟 ５階 全員協議会室 
３．出席委員（１２人）    会長     １２番 中島敦夫    会長代理    ４番 久保田勝    委員      １番 友野秀一    ２番 平塚尚吾    ３番 𠮷川光彦     ５番 池谷昭二    ６番 田嶋正明    ７番 増田恒治     ８番 法師 励    ９番 加藤敏夫   １０番 中島伸吉    １１番 宮岡幸江 
４．欠席委員（ ０人） 
５．早退委員（ １人）            １番 友野秀一 
６．議事日程   第１ 議事録署名委員の指名   １１番 宮岡幸江    ２番 平塚尚吾   第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について      議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申について      議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について      議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定            について      議案第５号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の設定について      報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について 
報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

７．農地利用最適化推進委員 
山畑義行      太間雅嗣      野村雅紀 
豊泉 隆      岩田孝三郎     中村郁夫 
中村義男      宮岡康光 



８．農業委員会事務局職員      事務局長   石井 英寿      主  幹   河西 多郎      主  事   中島 健人 
９．その他の出席者      なし 



１０．会議の概要 
〇議長     ただいまの出席は、農業委員１２名、農地利用最適化推進委員８名であります。農業委員

の出席が定足数に達しておりますので、これより第６回入間市農業委員会を開会いたします。     欠席の届出は、清水裕司推進委員及び堀井正信推進委員です。早退の届出は、１番、友野
秀一委員です。     会期についてお諮りいたします。会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ありま
せんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。     次に、議事録署名委員の指名を行います。     委員会会議規則第１３条第２項の規定により、１１番、宮岡幸江委員、２番、平塚尚吾委
員、以上２名を指名いたします。     本日の付議議案は、お手元に配付してあるとおりです。     それでは、議事に入ります。     議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。     本議案は各担当委員による議案書の読み上げは一部省略し、案件の番号と当事者受人の氏
名、筆数、合計面積、申請理由、摘要のみを読み上げるようお願いします。     なお、議事録における土地の表示等は巻末に議案書を添付することで対応いたします。     それでは、１番を議題といたしますが、本案件と２番の議題は関連がございますので、一
括審議させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認めます。議案第１号の１番と２番は一括議題といたします。     担当１番、友野秀一委員、説明を願います。 
〇農業委員１番（友野秀一君）     １番、友野です。議案第１号１番及び２番についてご説明いたします。案件は、一括審

議案件となります。なお、読み上げについては、一部省略させていただきます。 



    １番、譲受人、○○○○○○。筆数、１筆。面積、９９９平方メートル。申請理由、受人
は渡人の農地の贈与を受けるべく申請する。渡人は要望に応じる。摘要、自６９アール。     続きまして、２番、譲受人、○○○○○。筆数、１筆。面積、９９９平方メートル。申請
理由、受人は渡人の農地の贈与を受けるべく申請する。渡人は要望に応じる。摘要、自６９

アール。     ６月１９日に現地確認を行いました。また、聞き取りも行い、耕作予定等もお聞きいたし
ました。     圃場管理は、○○○○○で行っており、今後も○○で管理するということです。     管理機械等は、トラクター、耕運機２台、茶刈機、軽トラックなどを所有しております。     作付け予定作物は、野菜を中心に作付け予定で、サトイモ、きゅうり、なす、トマト、ほ
うれん草、人参などを予定しているとのことです。     現在、圃場は適正に管理されております。     特に問題ないように思われますが、ご審議の程、よろしくお願いいたします。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、豊泉隆委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
します。 

〇農地利用最適化推進委員（豊泉隆君）     金子地区の豊泉です。     ただいま友野委員よりご説明があったとおり、特に問題はないかと思われますので、よろ
しくお願いします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第１号の１番と２番は、○○○○及び○への農地の贈与を行うための許可申請でござ

います。     農地法第３条の許可検討事項について、ご説明いたします。 



    友野委員よりご説明いただきましたとおり、申請地を耕作できる状況にあると判断されま
す。また、申請人の耕作従事日数は１５０日以上であり、申請地を含めた耕作面積は６９ア

ールとなり、５０アールの下限面積要件にも合致しております。     申請地の耕作状況は、現在、野菜畑となっておりますが、許可後も引き続き野菜畑として
利用する計画であり、周辺農地への影響もないと思われます。     以上、農地法第３条第２項に定める不許可事項には該当しないことをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。     （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手を願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     本件は、許可申請であり、許可することに決定いたしました。     次に、３番を議題といたします。     担当８番、法師励委員、説明を願います。 
〇農業委員８番（法師 励君）     ８番、法師です。議案第１号の３番についてご説明申し上げます。なお、読み上げにつ

いて一部省略させていただきます。     ３番、借受人、○○○○○。筆数、２筆。合計面積、３，９６６平方メートル。申請理
由、受人は農業経営の規模拡大を図るべく申請する。渡人は要望に応じる。摘要、自２４

アール。     ６月２２日に、野村推進委員と耕作状況などを確認してきました。     譲受人は、入間市で２４アールを耕作する兼業農家です。金子地区の２カ所の農地を野菜
畑として耕作しており、また農機具についても、トラクター２台、耕運機３台、軽トラック

２台など必要なものは一式所有しております。 



    今回の申請地は、○○○の東側の○○○○に近い農地です。     現在栗畑及びタケノコを採るための竹林となっておりますが、許可後も引き続き栗畑等で
利用する計画となっており、今後の耕作に支障ないものと考えられます。     ご審議の程、よろしくお願いします。 
以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、野村雅紀委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお
願いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（野村雅紀君）     金子地区推進委員の野村です。     ただいま法師委員より説明があったとおりで、何ら問題ないかと思います。ご審議の程、
お願いします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第１号の３番は、農業経営規模拡大のための使用貸借により農地を借受ける申請でご

ざいます。     農地法第３条の許可検討事項についてご説明申し上げます。     法師委員よりご説明いただきましたとおり、申請地を耕作できる状況にあると判断されま
す。また、申請人の耕作従事日数は１５０日以上であり、申請地を含めた耕作面積は６４ア

ールとなり、５０アールの下限面積要件にも合致しております。     申請地の耕作状況は、現在、栗畑及び竹林でございますが、許可後も、栗畑及び竹林とし
て利用する計画であり、周辺農地への影響もないと思われます。     以上、農地法第３条第２項に定める不許可事項には該当しないことをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いします。  



    （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手を願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     本件は、許可申請であり、許可することに決定いたしました。     次に４番を議題といたしますが、本案件と５番の議題は関連がございますので、一括審議

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 
〇議長     ご異議ないものと認め、議案第１号の４番と５番を一括議題といたします。     担当６番、田嶋正明委員、説明を願います。 
〇農業委員６番（田嶋正明君）     担当６番の田嶋です。議案第１号４番と５番について説明いたします。なお、読み上げ

については一部省略させていただきます。     ４番、当事者、○○○○○○○業、株式会社○○○○。面積、１，３５４平方メートル。
申請理由、受人は農業経営の規模拡大を図るべく申請する。渡人は要望に応じる。      ５番、当事者、株式会社○○○○。面積、１，４２６平方メートル。申請理由、受人は農
業経営の規模拡大を図るべく申請する。渡人は要望に応じる。     ６月２０日、二つの圃場及び現地確認を行いました。     場所は案内図のとおり、○○○○○の東側にあり、２圃場は南側の○○○○○を挟んだ隣
接地です。この場所は、現在使用中の○○○○○○○○○○○○○○○の圃場にも近く、ト

ラクター走行で来られる場所にあります。     いずれの農地も雑草処理をしているだけの畑で、私が○○○○に紹介したものです。     ４番の地主の○さんには、除草作業をしているところに通りかかり、貸出希望の確認をし
たのがきっかけでした。     もう一方の○○さんの方は、当初、竹が生い茂り、野鳥の寝床だった場所を農業委員会か



らの催告により農地に戻した経緯もあり、何とか農地として役に立てないのか常々思ってい

た場所です。     ○○○○は入間市内に１８８アールの農地を借入れる法人です。借入れ農地は、主にウサ
ギの餌、イタリアンライグラスの栽培を行っています。従業員は２名で、ウサギのブリーダ

ー業務、ペット販売、ペット用品、ペットフードの販売、ペット専用ホテルの経営、ペット

シッター等、幅広く営業されています。     農機具は、トラクター３台、耕運機２台を所有しています。     新たな農地を借入れることに際し、特に問題ないと考えます。     ご審議、よろしくお願いします。     以上です。 
〇議長     ありがとうございました。     次に、中村郁夫委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございまし

たらお願いします。 
〇農地利用最適化推進委員（中村郁夫君）     宮寺地区推進委員の中村です。     ただいま田嶋委員さんの説明のとおりです。自分も現地を確認しましたが、特に問題ない

と思いますので、審議をよろしくお願いいたします。     以上です。 
〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局 

議案第１号の４番と５番は、農作物栽培の規模拡大を図るため、使用貸借により農地を

借受ける申請でございます。 
農地法第３条の許可検討事項についてご説明申し上げます。 
借受人である「株式会社○○○○」は、○○○○○○業を行う法人であり、農地所有適

格法人の要件を備えていないため、農地の借り受けは一般の法人扱いとなります。 
一般法人の貸借権設定の際の許可要件は、農地法第３条第３項に定める項目である、①



貸借契約に農地を適正に利用していない場合は解除条件が付されていること。②地域にお

ける適切な役割分担のもと継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。③業務

執行役員等のうち１名以上が農業に常時従事すると認められること。以上の項目を満たす

必要があります。 
提出されました許可申請書、農地使用貸借契約書等により要件を満たしていることを確

認しております。 
次に、先ほど田嶋委員からご説明がありましたとおり、申請地を耕作できる状況にある

と判断されます。また、申請地を含めた耕作面積は２１６アールとなり、５０アールの下

限面積要件にも合致しております。申請地は、ウサギの餌であるイタリアンライグラスを

栽培する計画であり、周辺農地への影響もないと思われます。 
以上、農地法第３条第３項の要件を満たし、同法第３条第２項に定める不許可事項には

該当しないことをご報告申し上げます。 
以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。     （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手を願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     本件は、許可申請であり、許可することに決定いたしました。 

続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申についてを議題
といたします。     本議案は各担当委員による議案書の読み上げは一部省略し、案件の番号ごとに、当事者受
人の氏名、筆数、合計面積、申請理由、摘要のみを読み上げるようお願いします。     それでは、１番を議題といたします。     担当９番、加藤敏夫委員、説明を願います。 



〇農業委員９番（加藤敏夫君）     ９番、加藤です。議案第２号の１番についてご説明いたします。なお、説明にあたり、
省略しての説明とさせていただきます。     当事者、譲受人、○○○。土地の表示、２筆。合計、８９５平方メートル。申請理由、
受人は建設業を営んでいるが、借用中の資材置場が返却を求められているため、申請地へ

資材置場を確保すべく申請する。摘要、資材置場。     この件につきまして、理由書が届いておりますので、一部省略して、説明、読み上げさせ
ていただきます。     理由書。私は現在、○○○○○○○○○○○○で○○○を営んでおります。現在、資材置
場として○○○○○○○○○○○○○の土地の１部３３０平方メートルを株式会社○○○○

より借用し使用しております。しかし○○○○の事情で、この土地を使い続けることが困難

となり、新たに資材置場（７００平方メートルから１，０００平方メートル）の用地を確保

する必要に迫られております。     ○○○・○○○・○○○の区域で、不動産業者の紹介、新聞チラシ等で、いくつかの販売
物件を見ましたが市街化調整区域内で自分たちの条件に適う物件にはなかなか巡り合うこと

ができませんでした。    しかし今般、○○○○○○○に本物件を見つけました。会社より約４．２キロメートルのと
ころにあり、高速道路とのアクセスも良好で、広さ的にも条件を満たしており、資材置場と

して大変満足度の高い物件であると認識しております。そして最終的に今般の申請地にする

ことになりました。     今回資材置場の計画地は８９５平方メートルについて土地利用計画図で施設の配置図を作
成しておりますが、将来的に経営規模の拡大を見据えて必要な面積となっており、この先こ

れ以上希望にあった土地は容易に見つけることはできないと判断し、申請地を資材置場とし

て活用したいと考えております。     周囲を高さ１メートルのブロック塀で囲うとともに、計画地に置く砂利等の想定される最
大の高さは１メートルとしており流失の恐れはなく周辺への影響はありません。万が一被害

が発生した場合には責任をもって対処いたします。     なお、現在の借地は今回の転用許可がおりて、新しい資材置場が完成した後に直ちに返却
いたします。 



    令和４年６月９日。住所、○○○○○○○○○○○○。氏名、○○○。     ということでございまして、６月１９日に宮岡委員と現地調査をしてまいりました。     現地の案内図を見ていただければ分かると思うんですけど、○○の○○○○と○○○○の
○○○○○、その十字路から約２００メートル北に行った、１００メートル位西に入ったと

ころですけど、この土地は、○○さんの土地でありまして、前に２軒、東も住宅となってお

りまして、北側に少し農地がありますけど、これも○○さんの農地でございまして、現在何

も作付けしておりません。道を挟んで西側が農地となっておりますけど、何ら問題ないと思

います。     そういった関係でございますので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。     以上です。 
〇議長     ありがとうございました。     次に、宮岡康光委員、西武地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願

いします。 
〇農地利用最適化推進委員（宮岡康光君）     推進委員の宮岡です。 

ただいま加藤委員の説明のとおりで、特段問題ないと思われますので、よろしくお願いい

たします。 
〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第２号の１番については、○○○を営む譲受人が、借用中の資材置場が返却を求め

られていることから、新たな資材置場を設置するための農地転用許可申請でございます。      都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありませ
ん。     続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明いたします。      申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地に
は該当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地ではないこと



から、第２種農地に該当いたします。     これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請
に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成す

ることができると認められない」に合致いたします。     次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画につきましては、土
地取得費、敷地造成費等の経費を○○と○○○○で賄う計画となっておりまして、○○○

○○○○○○○○○と○○○○○が添付されていることから、資金の調達については支障

ないと判断できます。この他、一般基準についても全て合致しております。      つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、
許可しえる状況であることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いします。  
〇農業委員６番（田嶋正明君）     進入路については、どちらの方からでしょう。筆が変わった形をしているんですけど、

この細長い所が進入路ですか。 
〇事務局     補足説明いたします。案内図の方、ご覧いただきたいのですが、今回、議案第２号の１番

と２番がそれぞれございまして、色が塗ってあるところの西側に道路が縦に、南北に入って

いるかと思いますが、そちらが接道の入間市道となっております。     こちらから出入りする形となっております。     以上でございます。 
〇議長     ちなみに、幅員はどれくらい。 
〇事務局     幅員は、２．７３メートルです。 
〇農業委員６番（田嶋正明君）     そんなに大きい車では出入りしないということですか。 
〇事務局 



    すれ違いは厳しいかと思います。     トラックが通る分には問題ないです。同じような車がすれ違うことは難しいような場所と
なります。 

〇農業委員６番（田嶋正明君）     入口は、細長い所。 
〇事務局     そうですね。入口は、細長い所になります。今回、配付資料が多いので申し訳ないのです

が、議案第２号の１番と２番については資料がございまして、進入路につきましては西側、

西側から出入りする形となっております。 
〇農業委員９番（加藤敏夫君）     ２トン車は出入りができる。それ以上だと、ちょっと厳しいよね。  
〇農業委員６番（田嶋正明君）     狭いなと思って。この道が。 
〇農業委員９番（加藤敏夫君）     現在、該当のところは後退して、一応、杭が打ってあります。     そんなに大きい車が出入りする場所ではないですね。 
〇農業委員６番（田嶋正明君）     近隣に住宅があるけど、そんなに作業する時間帯は長くないんでしょ。     特に騒音とか問題ないんでしょ。 
〇農業委員９番（加藤敏夫君）     問題ないと思うんですけど。 
〇議長     他になければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手を願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として県に進達いたします。     それでは、２番を議題といたします。 



    担当９番、加藤敏夫委員、説明を願います。 
〇農業委員９番（加藤敏夫君）     ９番、加藤です。議案第２号の２番についてご説明いたします。なお、説明について、

一部省略しての説明とさせていただきます。     当事者、譲受人、○○○○○○○○○、○○○、○○○○○○○○。２筆。合計、７４
６平方メートル。受人は建設業を営んでいるが、事業の拡大に伴い資材置場が不足してい

ることから、申請地へ資材置場を確保すべく申請する。摘要、資材置場。     この件につきましても、理由書が届いておりますので、読み上げさせてもらいます。なお、
一部省略しての説明とさせていただきます。     理由書。私どもの会社は現在、○○○○○○○○○○○○○で○○○を営んでおります。
現在、資材置場として○○○○○○○○○○○○○の土地８７２平方メートルを使用してお

ります。平成１４年の創業以来、業績も徐々に拡大し、現在の資材置場の一角で別事業（バ

ーベキュー場等）の立ち上げを進めていることにより、資材置場が手狭になってしまい、新

たに資材置場（７００平方メートルから１，０００平方メートル）の用地を確保する必要に

迫られております。     ○○○・○○○・○○○の区域で、不動産業者の紹介、新聞チラシ等で、いくつかの販売
物件を見ましたが市街化調整区域内で自分たちの条件に適う物件にはなかなか巡り合うこと

ができませんでした。     しかし今般、○○○○○○○に本物件を見つけました。会社より約２．１キロメートルの
ところにあり、高速道路とのアクセスも良好で、広さ的にも条件を満たしており、資材置場

として大変満足度の高い物件であると認識しております。そして最終的に今般の申請地にす

ることになりました。     この先、これ以上の希望にあった土地は容易には見つけることはできないと判断し、申請
地を資材置場として活用したいと考えております。     周囲を高さ０．９メートルの鉄筋コンクリート造りの外周壁で囲うとともに、計画地に置
く砕石の高さは２．３メートル、客土の高さは３．０メートルとしており流失の恐れはなく

周辺への影響はありません。万が一被害が発生した場合には責任をもって対処いたします。     令和４年６月９日。住所、○○○○○○○○○○○。会社名、株式会社○○○○○○○○。
代表取締役、○○○。 



    ということで、先ほど１番のご説明と同じになりますけど、隣り合った土地でございます。     したがって、問題ないと思われますので、審議の程、よろしくお願いいたします。     以上です。 
〇議長     ありがとうございました。     次に、宮岡康光委員、西武地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願

いします。 
〇農地利用最適化推進委員（宮岡康光君）     推進委員の宮岡です。 

ただいまの加藤委員の説明のとおり、特段問題ないと思われます。よろしくお願いいたし

ます。 
〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第２号２番については、○○○を営む譲受人が、事業の拡大に伴い資材置場が不足す

るための農地転用許可申請でございます。     都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありません。     続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項についてご説明いたします。     申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には
該当いたしません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地ではないこと

から、第２種農地に該当いたします。     このことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請に係る農
地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成することがで

きると認められない」に合致します。     次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、土地取得費、敷地造成費等の経
費を、全額、○○○○で賄う計画となっており、○○○○○が添付されていることから、資

金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても全て合致してお

ります。 



    つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、許
可しえる状況であることを報告いたします。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いします。 
〇農業委員６番（田嶋正明君）     先程の１番と２番、添付された資料を見ますと、この所だけが境界線で柵も何もないけ

ど、何か一体利用するみたいな。関連企業なんですかね。 
〇事務局     説明させていただきます。事務局の中島です。お手元に配付しております配置図、１番と

２番。二つの地番が隣接している境界線、３０メートル４４センチメートルと書かれている

所については、何も壁等は設置しません。     といいますのも、○○さんと株式会社○○○○○○○○について関連性はありませんが、
今回、同じ代理人を通じて、隣接で同じ資材置場を設置するということで、出入口の方にも

なりますので、お互いが同じ同業者で利用目的も同じならここにあえて壁を設置しないで、

その方がお互い出入りもしやすいだろうというので、両者連名での誓約書、承諾書をいただ

いておりますので、ここについては壁を設置しない旨は両者了解のもとで問題ないというこ

とをご報告申し上げます。     以上です。 
〇議長     他になければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手を願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として県に進達いたします。      それでは、次に３番を議題といたします。     担当１０番、中島伸吉委員、説明を願います。 
〇農業委員１０番（中島伸吉君） 



    １０番、中島です。議案第２号の３番についてご説明を申し上げます。なお、読み上げ
につきましては一部省略とさせていただきます。     ３番、譲受人、○○○。筆数、１筆。合計面積、４２４平方メートル。申請理由、受人
は○○○○○○だが、お盆の法要の時期などの檀家の駐車場が不足しており、駐車場を確

保すべく申請する。摘要、駐車場。     譲受人から提出された理由書を要約して説明をいたします。     ○○○は○○○○○○○で、現在の○○は○○○○○○○○に竣工し、法事や○○の行
事で幅広く檀家の皆様に利用していただいております。     現在の檀家数は約○○○軒です。     毎年お盆の時期の法要には大勢の方が来山し、既存駐車場では足りず、駐車場に入れず
に役員様による交通整理で待機していただいている状況です。     現状、駐車場が第１駐車場（２０台）、第２駐車場（１５台）、第３駐車場（１２台）
と３カ所の駐車場で約４７台が駐車できる状態ではありますが、大きな行事がある際には

多くのお檀家様が集中的にお参りに来られるため、現在の駐車場では足りず毎年混乱をし

ている状況にあり、お檀家様の利便性等のためにもお寺の近隣に駐車場を確保する必要が

あります。     空き地や駐車場はあまり近所に無く探しても適当な場所は見つからず、なかなかまとま
った駐車台数を確保することが難しいのが現状です。     対象物件は○○の真正面に位置し、既に西側及び東側の両隣の土地は○○の駐車場とし
て以前から使用している上、第二駐車場と一体として利用できるため、追加で２０台の車

を駐車することが見込まれます。来山者、参列者様にとっても適切な場所であり、隣の駐

車場と併せて利用できる面からも最善と考えております。     以前より物件所有者に対象物件を譲ってもらいたい旨を伝えており、相続により代替わ
りし、ようやく話がまとまり、農地転用の許可の目途が立てば譲渡することを承諾してく

ださいました。     以上のとおり、対象物件につき農地転用を申請いたします。     これが理由書です。     ６月１９日に豊泉推進委員と申請地の状況などを確認してまいりました。     申請地の西側と東側は既に○○の駐車場として使われており、申請地は許可後舗装し、



西側の駐車場と一体の駐車場として利用するということでございます。     申請について特に支障はないと思われますが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま
す。     以上でございます。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、豊泉隆委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
します。 

〇農地利用最適化推進委員（豊泉隆君）     推進委員の豊泉です。 
ただいま中島委員より説明があったとおり、問題はないと思われます。よろしくお願いい

たします。     以上です。 
〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第２号の３番につきましては、○○である借受人が、駐車場を設置するための農地転

用許可申請です。     都市計画法に関しましては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありま
せん。     続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項についてご説明いたします。     申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には
該当しません。また、農地の集団性について確認したところ、１０ヘクタールを超える集団

農地ではないことから、第２種農地に該当いたします。     これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請に係
る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請による事業の目的を達成することが

できると認められない」に該当します。     次に、一般基準について予め事務局にて審査いたしましたところ、資金計画については、



土地取得費、建築費等の経費を、全額、○○○○○より賄う計画となっており、○○○○○

が添付されていることから、資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般

基準についても全て合致しております。     つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、許
可しえる状況であることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いします。      （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手を願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として県に進達いたします。      続きまして、議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明についてを議題とします。     本議案では、各担当委員による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号ごとに、

当事者・相続人の氏名、筆数、合計面積のみを、読み上げるようお願いいたします。     それでは、１番を議題といたします。     担当５番、池谷昭二委員、説明を願います。 
〇農業委員５番（池谷昭二君）     ５番、池谷です。議案第３号の１番についてご説明を申し上げます。なお、読み上げに

ついては一部省略させていただきます。     １番、相続人、氏名、○○○○。筆数、４筆。合計面積、４，２７６平方メートル。     ６月２０日に太間推進委員と○○地区、○○○○地区にある２カ所の農地の耕作状況など
を確認してきました。また、○○地区にある１カ所の農地については、中村郁夫委員さんに

耕作状況を確認していただきました。また、電話にて○○さんから耕作状況なども伺ってき

ました。 



    ○○地区の農地にはトウモロコシ、また○○○○地区の農地にはネギとサトイモが作付
けされておりました。     ○○さんは、○○○○○○○○で１２，４８９平方メートルの農地を耕作している専業
農家です。農作業は、○○と○○、○○さんの二人です。     販売は地元の○○○○○○○○、○○○○、○○○○などに卸しております。     農機具は、トラクター１台、耕運機３台、普通トラック１台、軽トラック１台を所有し
ております。     自宅から○○○の農地までは１０キロメートルほどで、所用時間は２０分ほどかかりま
すが、よく管理されておりますので特に問題ないと思われます。     よろしくご審議くださるようお願いいたします。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、太間雅嗣委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願
いします。 

〇農地利用最適化推進委員（太間雅嗣君）     推進委員の太間です。     ただいまご報告がありましたように、何ら問題ないと思われますので、よろしくお願い
いたします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、中村郁夫委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございま
したらお願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（中村郁夫君）     宮寺・二本木地区推進委員の中村です。     ただいま池谷委員さんの説明のとおりで、○○地区の方を自分も現地を確認しましたが
特に問題ないと思いますので、ご審議の程、よろしくお願いします。     以上です。 

〇議長 



    ありがとうございました。     担当委員等の説明がありましたが、今後も引き続き農業経営を行う者と認められますの
で、適格者として認めることにご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、適格者であることの証明を行うことに決定いたしました。      続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委
員会の決定についてを議題といたします。     本議案では、各担当委員及び事務局による議案書の読み上げは一部省略し、案件の番号
ごとに当事者、借受人の氏名、筆数、合計面積、利用権種類のみを読み上げるようお願い

します。     それでは、１番を議題といたします。 
担当９番、加藤敏夫委員、説明を願います。 

〇農業委員９番（加藤敏夫君）     ９番、加藤です。議案第４号１番についてご説明いたします。一部省略しての説明とさ
せていただきます。     当事者、借受人、○○○○○○○○、○○○○○○株式会社。利用権を設定する土地に
ついて、１筆。１，４８７平方メートル。利用権種類、使用貸借権。     この貸し借りについて、５月の半ば、１３日に会社の代表取締役をしています○○さん
に家まで来てもらって、いろいろと話を伺いました。     ○○○○○○さんは、○○○○○○周辺に大体５０アールほど借りて、サツマイモ専門
の農家としてやっております。借りるこの土地については○○○○○の北１００メートル

ぐらいの所でございまして、機械もトラクター２台とそれを掘り取るサツマイモ専用のハ

ーベスター１台、２トンダンプと軽自動車等を所有しており、耕作するにあたって何ら問

題ないと思われます。     現在、サツマイモの植え付けを大体、終わっておりまして、畑の方も大変きれいに整地
されております。     何ら問題ないと思われますので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。     以上です。 



〇議長     ありがとうございました。     次に、宮岡康光委員、西武地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお
願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（宮岡康光君）     推進委員の宮岡でございます。 
ただいまの加藤委員の説明のとおりで、特段問題もないと思われますので、よろしくお

願いいたします。 
〇議長     ありがとうございました。     続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい

て、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第４号の１番は、使用貸借権による、新規の利用権設定でございます。     加藤委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農

業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受

人の現在の経営面積は１１１アールであり、その農地を全て耕作しております。     今回新たに借受ける農地は１，４８７平方メートルで、合計１２６アールが経営面積と
なります。     また、農作業従事日数は１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項
の要件を満たしていることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。      （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま
した。 



    次に、２番を議題といたします。     担当３番、𠮷川光彦委員、説明願います。 
〇農業委員３番（𠮷川光彦君）      ３番、𠮷川です。議案第４号２番についてご説明申し上げます。読み上げについては一

部省略をさせていただきます。     ２番、借受人、○○○○。筆数、１。面積、１，９５８平方メートル。利用権種類、使
用貸借権。     ６月１８日に○○○地区、中村推進委員と耕作状況などを確認してきました。おおむね
きれいに耕作されております。現地の位置は、○○○○○を西へ３００メートルほど行っ

た農地であります。四方も畑作地であり、どの圃場も野菜畑として利用したいと○○さん

は申されておりました。○○さんは、最近、○○○○○が就農されまして、一緒に作業さ

れる姿もよく見かけます。     トラクター２台、軽トラ、普通トラック各１台ほか一式揃えていらっしゃいます。     利用権設定に何ら問題はないと思いますが、よろしくご審議の程、お願いいたします。 
〇議長     ありがとうございました。     次に、中村義男委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございま

したらお願いします。 
〇農地利用最適化推進委員（宮岡康光君）     推進委員の中村です。 

𠮷川委員の説明のとおりで、何ら問題もないと思います。よろしくお願いします。 
〇議長     ありがとうございました。     続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい

て、事務局に説明願います。 
〇事務局     議案第４号の２番は、使用貸借権による、新規の利用権設定でございます。     𠮷川委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農

業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受



人の現在の経営面積は１５４アールであり、その農地を全て耕作しております。     今回新たに借受ける農地は１，９５８平方メートルで、合計１７３アールが経営面積と
なります。     また、農作業従事日数は１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項
の要件を満たしていることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。      （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま
した。     続きまして、議案第５号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の設定につい
てを議題とします。 
事務局に説明を願います。 

〇事務局     それでは、初めに議案を朗読いたします。     議案第５号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の設定について。     農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の設定について、農地法施行規則第１７
条に基づき設定を行うか決定する。     農地法第３条第２項第５号条文（別紙１参照）     現行５０アール（設定なし）、決定案５０アール（設定なし）。     それでは説明に入らせていただきます。別紙１をご覧ください。     農地法第３条による農地取得等の許可要件の一つに農地法第３条第２項第５号による
「下限面積要件」の規定があります。これは、農地を取得する者の総農地面積が５０アー

ル（５反）以下では許可できないと規定されていますが、別紙１の農地法の条文、第３条

第２項第５号の部分、３行目の枠で囲まれた部分の、県では５０アールの下の、括弧内、

枠で囲まれた部分で、農業委員会の判断で下限面積を５０アール以下に引き下げて設定す



ることができるとも規定されており、毎年、この別段の面積の設定に関して、その必要性

を検討することが求められています。     別段の面積を設ける場合の基準については、農地法施行規則第１７条に別紙１の中程の
枠で囲まれた部分、「自然的、経済的な条件から見て、営農条件がおおむね同一と認めら

れる区域」を単位として「定めようとする面積より少ない面積で営農する農家数の割合が

総農家の１００分の４０を下らないように算定する」と規定されています。「下らない」

とは１００分の４０を超える割合のことです。     入間市においては、同一の区域は、営農条件は概ね同一と認められますので、市内全域
を１地域として考えられます。また、農家数の割合は、２０２０年の農林業センサスによ

りますと、入間市の農家総数は８８０戸であり、そのうち５０アール未満の農家数は６１

８戸で、割合としますと１００分の７０でございます。３０アール未満は５４５戸で、割

合としては１００分の６２でございます。     これを法令要件に照らし合わせますと、入間市では３０アールまで、下限面積を下げる
ことも可能だということになります。     しかし、担い手への農地利用の集積、集約化を進める意味でも、安定した農業経営を継
続していくためには、５０アール程度の農地は必要であると考えられること。また、５０

アール未満の小規模な農家、新規就農者についても、現在は、農業用機械を利用した耕作

が主流であり、新たに農地を求める際に、５０アール未満でないと耕作できない場合は、

ほとんど無いと考えられることから、今年度も、別段の面積については設定しないという

ことで、ご提案をさせていただきました。ご審議の程、よろしくお願いいたします。     以上です。 
〇議長     事務局の説明がありましたが、質疑ありましたらお願いいたします。何かございませんか。 
〇農地利用最適化推進委員（岩田孝三郎君）      今、農家全体が入間市で８８０戸、５０アール以上が６１８、５０アール以下が５４５

と言ったと思いますが、数字的に合わないと思うんですけど。 
〇事務局     ８８０戸のうち、５０アール未満が６１８、その６１８戸のうち、さらに３０アール未

満が５４５ということでございます。ですので、８８０のうち５０アール以上は、８８０



引く６１８ということで、１６２ということです。     ６１８戸のうちの５４５戸、６１８が５０アール未満で、そのうちの３０アール未満が
５４５戸、内数ということになっております。 

〇農業委員９番（加藤敏夫君）     入間市周辺の地域というか、市はどんな具合ですか。 
〇事務局     所沢、狭山、飯能に聞いてみましたので、その内容を申し上げますと、所沢、狭山につ

きましては、入間市と同じ５０アール、５反ということで、今年度についても変更する予

定はないということでございます。     飯能市につきましては、５０アール、５アール、３０アールと、地区によって変えてい
るのが現状でございまして、その三つの数値に関して、今年度も変更する予定はないとい

うことでございます。     以上です。 
〇農業委員６番（田嶋正明君）     さっき、説明の中に新規就農者の要件もそうなんだけど、確かに機械化があるんで５０

アールっていうのは、そんなに無理な数字じゃないかっていうのがありましたよね。      その辺について、どうなのかなとは思っていたところにそういうふうに言われちゃった
から、そうかなと思って納得しちゃったんで、特にないですけど。     今回、○○の女性の新規就農があって、５反要件って、どうなのかなという思いもちょ
っとあったりして、皆さんのお考えがあれば意見を聞きたいなと思って。 

〇農業委員４番（久保田勝君）     経営基盤強化促進法なら、１反でも借りられるので。 
〇事務局     補足いたします。農地法の場合には、５反を満たす必要があるのですが、利用権につき

ましては、久保田代理の方からお話ございましたが、５反満たなくても、例えば３０アー

ルとか２０アールとか、今後規模を拡大するという前提で５０アールを満たさなくても、

利用権設定の方は新規で可能となっております。 
〇議長 

他になければ質疑を終わり、採決いたします。  



原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。     農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積については設定しないことに決定いたし

ました。     報告事項に入ります。     農地法第３条の３の規定による届出については２件、同法第４条第１項第８号の規定によ
る農地転用届出については１件、同法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出につい

ては１０件、それぞれ入間市農業委員会事務局事務専決規程第３条の規定により専決処分さ

れ、同規程第５条により報告第１号、第２号及び第３号のとおり報告がありました。     これで付議された議案は全て終了いたしましたので、委員会を閉会し、協議会に切り替え
たいと思います。                                 閉会 午前１０時５３分 


